
消費者シンポジウム２００９ 

＜消費者被害をくいとめよう！～動き出した消費者庁～＞ 

シンポジウム参加者には、小冊子『６つの特定商取引』を進呈いたします。  

主催：東京司法書士会 

会館の地図 

２００９年１１月２９日（日） 

どなたでも参加できます！奮ってご参加ください！ 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

司法書士が無料で消費者問題の面談相談に応じるにゃ～！ 

※相談のご予約は℡０３-３３５３-９２０５まで。 

（予約受付は平日午前9時～正午・午後1時～午後5時、１１月２７日［金］まで） 
 

 

 

(1)基調講演「消費者庁の現状と課題」（仮題） 
【講師】消費者庁 担当行政官          

 本年９月に発足した消費者庁と消費者委員会。ここってどの 
ようなことをするところかご存知ですか？現場での実際の取
り組みなどをご紹介いただきます。消費者庁発足により、わたしたち消費者にどのような安心・
安全がもたらされるのかを理解しましょう。 

(2)パネルディスカッション 
「消費者被害の現状と、行政及び司法書士の役割」（仮題） 

【登壇者（予定）】 基調講演者 
東京都消費生活総合センターご担当者 
司法書士 

みなさんの頼もしい相談窓口として機能している東京都消費生活総合センターより、日々寄せら
れる相談内容とそうした被害に対して東京都が行っている工夫などをご紹介いただきます。 
司法書士からは、実際に取り扱った事案や、１２月１日から悪質商法を防止するために大きな改
正がなされた法律の論点などをご紹介します。 
消費者被害のない社会実現のために、「どのようなことができるのか・行っていくべきなのか」
を検討しましょう。 

 
会 場：司法書士会館（東京都新宿区本塩町９－３） 
     無料相談会    １階 相談ブース 

シンポジウム 地下１階 日司連ホール 
※ＪＲ／地下鉄 四ツ谷駅徒歩５分・市ヶ谷駅徒歩１０分 
※会場に駐車場はございません。公共交通機関をご利用下さ
い。 

１０：００～１２：００ 無料相談会 

１３：００～１７：００ シンポジウム 

ギャンブル攻略法にお金

を支払ってしまった・・・ 

エステを途中解約しようと

したらほとんど返金されな

いと言われた・・・ 

仕事になると言われて物を買わ

されたが紹介がない・・・ 

絶対儲かると言われて不要な

物を買ってしまった・・・ 

オークションで買った物が 

写真と違う・・・ 

入場無料 
参加申込不要 


